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令和 6年 4月 19 日  開催 

令和 6年 4月 19 日  閉会 

 

 

 

（場所）綾川町綾南農村環境改善センター 

  



令和 6年度 第 1回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第４号 

令和 6年度 第 1回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 6年 4月 12日 

 農業委員会会長 中添 文彦 

 

召 集  令和 6年 4月 12 日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 6年 4月 19 日  午後 1時 30分 

閉 会  令和 6年 4月 19 日  午後 3時 15分 （会期１日） 

 

第１日目（4月 19日）     出席委員  17 名 

1番 中添 文彦 8番 笹川 武義 15番 滝川 廣男 

2番 谷本 利信 9番 井脇 弘幸 16番 渡辺 玲子 

3番 三好 直樹 10番 長尾 清 17番 大野 政則 

4番 國重 義廣 11番 川西 正廣 18番 藤重 英子 

  12番 藤滝 健造 19番 丸尾 説男 

  13番 三好 満   

7番 佐藤 裕子 14番 三好 光春   

 

農地利用最適化推進委員  14 名参加  

  昭和１ 藤川 清徳 昭和２ 大野 均 昭和２ 片岡 等 

陶 福家 重夫 陶 大芝 博信 陶 福家 棟貴 陶 原 拓也 

  滝宮２ 松内 利和 羽床１ 宮本 清信   

  枌所 石丸 勝彦 西分 岡田 行夫 山田１ 山口 守 

山田２ 橋川 正廣 山田３ 長川 富雄   羽床上 岡田 幸彦 

  

 

 議事録署名委員 

      3番  三好 直樹  委員、 4番  國重 義廣  委員 

  

 欠席   5番  森  健人  委員、 6番  福家 範行  委員 

  

公務のため出席した者の職氏名 

    事務局長 福家 勝己  副主幹 横井 邦洋  主査 岩部 有起 

 

傍聴人  0人 



議 事 日 程 

  

 

令和 6年 4月 19日 

 

第 1 会期の決定について 

第 2 議事録署名委員の指名について 

第 3 議案第 1号 職員の任免について 

第 4 議案第 2号 農地法第 3条（農業委員会）について 

第 5 議案第 3号 農地法第 4条（県知事）について 

第 6 議案第 4号 農地法第 5条（県知事）について 

第 7 議案第 5号 現況証明（農委分）について 

第 8 議案第 6号 基盤強化法第 19条（農用地利用集積計画の公告）について 

第 9 議案第 7号 農地中間管理事業法第 18条 7項（農地利用配分計画の公告）に 

ついて 

第 10 議案第 8号 農地中間管理事業法第 19条の 2【農地利用集積計画一括方式】に 

ついて 

第 11 議案第 9号 農業経営改善計画の認定（町）について 

第 12 議案第 10号 綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更について 

第 10 報告第 1号 農地法第 18条（通知）について 

  



令和 6年 4月 農業委員会議事録 

 

午後 1時 30分  開会 

 

職務代理 

   みなさま、こんにちは。定刻が参りましたので、ただいまから令和 6年度第 1回農業委員会を開

催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモード若し

くは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。 

それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通例により、中

添会長、議事進行をお願いします。 

 

議長 

それでは議事に移ります。 

本日の欠席者は、5番 森 健人委員、6番 福家 範行委員 です。 

よって、農業委員出席者は、   17名です。会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたしま

す。なお、「議事録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

議長 

本日の議事録署名人には、3番 三好 直樹（みよし なおき）   委員 

4番 國重 義廣（くにしげ よしひろ） 委員 

を指名します。 

 

 

 



議長 

  本日の議案の審議に移ります。第 1号議案について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

第 1号議案「職員の任免について」説明します。 

   令和 6年 4月 1日付の人事異動に伴う職員の任免です。亀山課長補佐が税務課へ、新たに横井副

主幹が人事異動により、農業委員会に配属となりました。 

 

１ 氏名 亀山和成 発令日 令和 6年 3月 31日、発令事項 綾川町農業委員会職員を免ずる。 

２ 氏名 横井邦洋 発令日 令和 6 年 4 月 1 日、発令事項 綾川町農業委員会職員に任命する。 

 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 1号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 2 号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 2号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。今月は 2件です。 

 

議案第 2号-1 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 130万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説 明： 申請に至った理由ですが、申請地は現在、譲受人が借り受け耕作をしております。こ

の度、県外に居住する譲渡人が農地の処分を検討し貸付先である譲受人に打診し、両者

の間で意見が合致したため申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は、借入地が 5,834 ㎡あり、全て適切に維持管理されています。 

取得後の営農計画としては、玉ねぎを予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、2 年、農作業の従事日数は 200 日で、機械の所有状況につ

いては、トラクター、軽トラックを各 1台所有しています。また、現在も作付けしてい



る玉ねぎを引き続き作付けする計画であることから、周囲への影響も無いものと考えま

す。 

対象農地までの通作距離は 10㎞、車で 15分と、通作可能な圏内に居住しているものと

考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当し

ないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 2号-2 

地 図： ■■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 127,197円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説 明： 申請に至った理由ですが、譲渡人は県外に居住し所有地の処分を考えていたところ、

経営規模の拡大を考えていた譲受人との間で、意見が合致し申請に至ったものです。な

お、現地については所有者が県外ということもあり数年放置されている状態でしたが、

現在は草刈りが行われていることを確認しております。 

譲受人の経営面積は、自作地が 10,311.58 ㎡あり、全て適切に維持管理されています。

また、貸付地が 2,491.42 ㎡ありますが、これは他の所有農地と離れているため効率的

に利用できる担い手に貸借しているものと、一時転用のために貸借している農地が該当

しており問題はないものと考えております。 

取得後の営農計画としては、季節野菜を予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、21年、農作業の従事日数は、180日で、機械の所有状況に

ついては、トラクター1 台所有しています。また、野菜の作付け計画であることから、

周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は 8 ㎞、車で 15 分と、通作可能な圏内に居住しているものと

考えられます。 

 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当し

ないことから、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 



 

 

議長 

続きまして、第 3号議案について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 3号農地法第 4 条の規定による許可申請について説明します。 

今月は 1件です。 

 

議案第 3号-1 

   地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

地 種： 第 2種農地 

併用地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請者： ■■■■■■■■■■■■ 

用途：  宅地拡張（農家住宅として） 

施設の概要： 住宅平屋建 2棟 計 191.28㎡、納屋平屋建 1棟 105.57㎡、 

合計 296.85㎡ 

申請事由： 宅地拡張（自宅への進入路） 

説明：【理由】  現在■■に居住している弟が敷地内で同居し、営農を手伝う計画があり、住宅

を2世帯分に改修する予定であるが、墓地手前の進入口が狭く、墓地の進入路や、

お墓参りの方の車置き場にも利用されており、自宅への出入りに支障がある。 

今回、農地の一部を新たな進入路として、町道■■線と平行に接道をとることで、

居住世帯２軒分の接道を確保する。 

今回申請農地の一部（129㎡）と宅地等併せ利用地（宅地 834.7㎡、雑種地 17㎡）

の合計が 980.70㎡、建築物の合計面積が 296.85㎡、利用率は 30.26％であり、

農家住宅の利用率 30％を充足している。 

【資金】 150万円 

【期間】 令和 6年 6月 1日～令和 6年 8 月 31日 

【造成】 本申請に伴い、農地２筆の一部を接道として造成 

     【排水】 雨水：自然浸透、隣接水路へ放流 

 汚水：発生なし 

     【他法令許可】 該当なし 

【水利】 ■■■■■■■■■■■■■■■の同意 

【隣接同意】 該当なし 

 

以上、1件についてご審議のほどよろしくお願い致します。 

 



議長  

議案第 3号につきまして、何か質問はありませんか？ 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 4 号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 4号農地法第 5 条の規定による許可申請について説明します。今月は 3件です。 

 

議案第 4号-1 

   地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   権利設定： 所有権移転 有償売買 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

地 種： 第 2種農地 

併用地： ■■■■■■■■■■ 宅地 1772.74 の内 692.56㎡ 

計画地内の法定外公共物（農道・水路）払下地 102.97㎡ 

                           合計 795.53㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

用途：  露天資材置場 

施設の概要： 特に構造物建築は無し 

申請事由： 露天の貸資材置場 

説明：【理由】  本案件は、譲受人である■■■■■■■■■■■■が事業主として、譲渡人で

ある■■■■■所有の農地 3筆及び宅地の一部、また計画地内の法定外公共物払

下地を一体利用して造成し、■■■■■■■■に貸資材置き場として賃貸借する

といった内容。 

       ■■■■■■■■は、■■■■■■の事業所であるが、近年、顧客である■■■

■■住宅メーカーからの受注が増加しており、住宅建築現場への距離が遠いので

■■■内での資材置き場用地の確保を模索していたところ、本申請地が費用面や

立地条件に見合っていたため、申請にいたった。 

  【資金】 土地代 1,000万円 造成費 500 万円 計 1,500万円に対し、自己資金 1,500万

円 

【期間】 令和 6年 5月 20日～令和 6年 10月 31日 

【造成】 盛土 花崗土 H=1.37ｍ（最大） 切土 なし  

造成地内雨水集水水路、沈砂池を設置 



     【排水】 雨水：自然浸透、隣接水路へ直接放流 

 汚水：なし 

     【他法令許可】 法定外工事承認 

【水利】 ■■■■■■■の同意 

【隣接同意】 同意あり■■■■■■■■■■■ 

 

議案第 4号-2 

   地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   権利設定： 所有権移転 有償売買 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

地 種： 第 2種農地 

併用地： ■■■■■■■■■■ 宅地 1772.74 の内 1384.76㎡ 

農地 221.23 ㎡■■■■■■■■ 

計画地内の法定外公共物（農道・水路）払下地 176.88㎡ 

                           合計 1782.87㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

用途：  （商業・サービス等用地）店舗等施設 

施設の概要：店舗（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ）平屋建 1棟 201.35㎡、物置平屋建 1棟 8.35㎡ 

申請事由： 店舗用地 

説明：【理由】  本案件は、譲受人である■■■■■■■■■■■■が事業主として、譲渡人で

ある■■■■■所有の農地 3筆及び宅地の一部、隣接する■■■■所有農地、ま

た計画地内の法定外公共物払下地を一体利用し造成・店舗建築後、■■■■■■

■に賃貸借するといった内容。 

       ■■■■■■■は町内に 1店舗あり、町内展開を進めるということで候補地を探

していたが、費用面や立地条件が合致したことで本申請にいたった。 

        

【資金】 土地代 1,500万円 造成費 7,000 万円 建築費 2,500万円 計 11,000万円に対

し、自己資金 11,000万円 

【期間】 令和 6年 5月 20日～令和 6年 10月 31日 

【造成】 盛土 なし 切土 H=3.36ｍ（最大）   

切下げ法面はコンクリート吹付 

     【排水】 雨水：敷地北側前面道路集水桝へ接続し放流 

 汚水：敷地西側公共下水道本管に接続し放流 

     【他法令許可】 町開発協議、法定外工事承認、土壌汚染対策法届出、県道占用 

【水利】 ■■■■■■■の同意 

【隣接同意】 同意あり■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 



議案第 4号-3 

   地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   権利設定： 賃借権設定 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

地 種： 第 2種農地 

併用地： ■■■■■■■■■■ 宅地 1772.74 の内 1384.76㎡ 

農地 1011.88 ㎡、計画地内法定外公共物（農道・水路）払下地 176.88㎡ 

                           合計 2573.52㎡ 

譲渡人（貸人）： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人（借人）： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

用途：  （商業・サービス等用地）店舗等施設 

施設の概要：店舗（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ）平屋建 1棟 201.35㎡、物置平屋建 1棟 8.35㎡ 

申請事由： 店舗用地 

説明：【理由】  本案件は、譲受人である■■■■■■■■■■■■が事業主として、貸人であ

る■■■■所有の農地 1筆を賃貸借し、■■■■■所有農地 3筆及び宅地の一部、

また計画地内の法定外公共物払下地を一体利用し造成・店舗建築後、■■■■■

■■に賃貸借するといった内容。 

       ■■■■■■■は町内に 1店舗あり、町内展開を進めるということで候補地を探

していたが、費用面や立地条件が合致したことで本申請にいたった。 

        

【資金】 土地代 1,500万円 造成費 7,000 万円 建築費 2,500万円 計 11,000万円に対

し、自己資金 11,000万円 

【期間】 令和 6年 5月 20日～令和 6年 10月 31日 

【造成】 盛土 なし 切土 H=3.36ｍ（最大）   

切下げ法面はコンクリート吹付 

     【排水】 雨水：敷地北側前面道路集水桝へ接続し放流 

 汚水：敷地西側公共下水道本管に接続し放流 

     【他法令許可】 町開発協議、法定外工事承認、土壌汚染対策法届出、県道占用 

【水利】 ■■■■■■■の同意 

【隣接同意】 同意あり■■■■■■■■■■■ 

 

 

以上、3件についてご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 4号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

なし 



 

議長 

続きまして、議案第 5 号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 5号現況証明について、説明します。今月は 3件です。 

議案第 5号－1 

地図・写真： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

現況地目：  農業用施設（農道） 

利用状況：  農道 

申請人：   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請理由：  亡き父親が生前は家の近隣の畑■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■で柿農園を行っていたが、雨が降ると道が無いため畑がぬかるみ、管理や集

荷の運搬が出来なくて困り、軽トラックや農機具等が通れる道が必要になり農道

を作った。また、今回は柿が老木により収穫量が減り、柿農園から野菜農園に変

更する計画だが、最近は農機具やトラック等の大型化に伴い幅員不足のため、角

を曲がるのに苦労しているため、農道の拡幅計画と併用して拡幅を行った。 

      以上の経緯を鑑み、認定基準に定める「耕作の事業を行う者がその農地を自らの

耕作の事業に供するために必要な農業用施設（農道水路等）の用に供する場合」

とみなし、非農地証明を行って差し支えないと判断しております。 

 

議案第 5号－2 

地図・写真： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

現況地目：  山林原野 

利用状況：  山林 

申請人：   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   申請理由：  申請地は、以前は耕作していましたが、耕作に不便であり労力も不足したことか

ら平成 12 年以降耕作をしなくなりました。休耕中に周辺の山林から雑木が入り込

み、20 年以上経過したことにより、現在は森林の様相を呈しています。 

耕作不適当等のやむを得ない事情により 20 年以上にわたり耕作放棄されたため自

然潰廃し、農地としての復旧が著しく困難になった土地は、非農地証明を行うにい

たりました。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題はないと

判断しております。 

 

議案第 5号－3 

地図・写真： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



申請地：   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

現況地目：  山林原野 

利用状況：  山林 

申請人：   ■■■■■■■■■■■■■ 

   申請理由：  申請地は、以前は耕作していましたが、勤務先から命ぜられた転勤により遠方に

在住するようになり耕作ができなくなった。 

平成 10 年以降耕作をしなくなり、休耕中に周辺の山林から雑木が入り込み、20 年

以上経過したことにより、現在は森林の様相を呈しています。 

耕作不適当等のやむを得ない事情により 20 年以上にわたり耕作放棄されたため自

然潰廃し、農地としての復旧が著しく困難になった土地は、非農地証明を行うにい

たりました。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題はないと

判断しております。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

案件第 5号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長  

続きまして、議案第 6 号についてです。なお、案件第 2 号、3 号に笹川武義委員に関係する案件が

含まれますので、審議の間ご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

案件第 2、3号について、説明します。 

議案第 6号-2 

所在：  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



借受人経営面積： 22,899㎡ 

利用目的： 水稲・麦 

賃料： 年間 10ａ当り 10,000円 

期間： R6.5.1～R12.4.30（6年間） 

 

議案第 6号-3 

所在：  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人経営面積： 22,899㎡ 

利用目的： 水稲・麦 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.5.1～R12.4.30（6年間） 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

議長 

案件第 2号、3号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 6号の案件第 2、3号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手全員 

 

議長 

挙手全員と認めます。この案件は可決されました。笹川委員は、入室の上、ご着席下さい。 

 

  【 入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 



事務局 

先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

権利種別、貸借権設定です。 

契約件数：10件  合計  31,046.42㎡ 

内訳 

新規契約： 1番  1件 4,366.42㎡ 

更新契約： 4～12番 9件 26,680㎡ 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長  

議案第 6号について、ご質問はございませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 7 号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 7号、機構が中間管理権を有する農地の利用権設定です。件数は 1件、面積は 6,617㎡です。 

現契約の耕作者が、R6.5.31 で解約するため、R6.6.1 から R10.5.31 まで、■■■氏に貸し付ける

ものです。 

なお現在と同じく、利用権は賃貸借権で、賃料は年間 10ａ当り 5,000円です。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 7号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長  

続きまして、議案第 8 号について事務局より説明を願います。 

事務局 

議案第 8号、農地機構を通じた利用権設定です。P.16～P.39をご覧ください。 



契約件数：  47件  合計  125,912㎡ 

新規契約：  1～3番、10番  4件  12,873㎡ 

更新、再貸付契約：  4～9番、11～47番  43件  113,039㎡ 

変更契約：  なし 

貸付先としましては、1 番～3 番を■■■■■■■■■■■■■■■■へ、4 番を■■■■氏へ、

5番～8番を■■■■■氏へ、9番を■■■■氏へ、10番を■■■■氏へ、11番～47番を■■■■

■■■■■■■■■へ貸し付けるものです。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 8号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長  

続きまして、議案第 9 号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

農業経営改善計画の認定について説明します。 

今月は、更新 2件、新規 1件の申請がありました。 

 

議案第 9号-1（更新） 

   予定認定番号： R1-1-再 1号 

申請者： ■■■■■■■■■■■■■ 

住所： ■■■■■■■■■■■■■■ 

生（設立）年月日： 平成 31年 3月 5日 

   作目・部門名：（Ｒ11 目標） 水稲、小麦、そば 

農業経営等に関する目標：（Ｒ11目標） 

      水稲（ｺｼﾋｶﾘ）  300.0ａ  15,300㎏ （510㎏/10ａ）  

      水稲（ﾋﾉﾋｶﾘ）  170.0ａ   6,800㎏ （400㎏/10ａ） 

      水稲（ｸﾚﾅｲﾓﾁ）  80.0ａ   3,200㎏ （400㎏/10ａ） 

      水稲（あきさかり）  150.0ａ   6,300 ㎏ （420㎏/10ａ） 

      水稲（おいでまい）  100.0ａ   4,200 ㎏ （420㎏/10ａ） 

      小麦     1,050.0ａ  42,000㎏ （400/10ａ） 

      そば      100.0 a    600㎏ （60㎏/10ａ） 

   目標所得： 560万円 



   年間労働時間： 330 時間  

説明： ■■■■■■ですが、平成 31年に法人を立ち上げ、今回が 1回目の更新となります。現

状としては、地区の基盤整備事業及び鳥獣害対策が完了し、農業機械もほぼ揃ってきた状

態となっております。今後は、基盤整備で新たに借り受けた農地での作付けを実施してい

くとともに、谷間にある排水の悪い圃場について排水対策の実施や管理方法の検討を進め

ていくことで、収量の増加を図っていく計画となっております。 

 

議案第 9号-2（更新） 

   予定認定番号： R1-2-再 1号 

申請者： ■■■■■■■■■■■■■ 

住所： ■■■■■■■■■■■■■■ 

生（設立）年月日： 平成 31年 4月 10日 

   作目・部門名：（Ｒ11 目標） 水稲、麦、そば 

農業経営等に関する目標：（Ｒ11目標） 

      水稲      570.0ａ   23,000㎏ （404㎏/10ａ）  

      麦       700.0ａ   31,000㎏ （443㎏/10ａ） 

      そば       50.0ａ     150㎏ （30㎏/10ａ） 

   目標所得： 400万円 

   年間労働時間： 300 時間  

説明： ■■■■■■ですが、平成 31年に法人を立ち上げ、今回が 1回目の更新となります。地

域の担い手として後継者不足の解消と経営の安定を目指して設立した法人で、基盤整備済

み農地の集積はある程度図られている状況です。今後は香川県農地機構を通じて、さらな

る農地の集積を進め、目標所得の達成・維持を目指していく計画です。 

 

議案第 9号-3（新規） 

   予定認定番号： Ｒ6-1号 

申請者： ■■■■■ 

住所： ■■■■■■■■■■■■■■ 

生（設立）年月日： 昭和 39年 9月 25日 

   作目・部門名：（Ｒ10 目標） 水稲、キャベツ、ブロッコリー、麦、その他野菜 

農業経営等に関する目標：（Ｒ11目標） 

    水稲      160.0ａ   6,720㎏ （420㎏/10ａ） 

    キャベツ     50.0ａ   5,000㎏ （1,000㎏/10ａ） 

    ブロッコリー   20.0ａ   1,600㎏ （800㎏/10ａ） 

      麦       160.0ａ   5,600㎏ （350㎏/10ａ） 

      その他野菜   100.0ａ   

   目標所得： 370万円 

   年間労働時間： 2,000時間  

  説明： ■■さんですが、これまでもキャベツ等の露地野菜を中心に営農してきました。この度、



水利組合の役員を引かれるタイミングで自身の営農に集中し、本格的に農業を開始する予

定です。生産野菜を回転率の良い野菜に切り替え、生産量を増やしていく計画となってお

ります。 

 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 9号につきまして、何か質問はありませんか 

 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長  

続きまして、議案第 10号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 10号「綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更」について説明致します。

今月は、除外案件が 2 件です。 

 

議案第 10号－1（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■ 

申出区分： 農用地からの除外 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

併用地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■ 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 農家住宅の宅地拡張 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

農地区分： 2種農地 

説明： 

【施設の概要】 住宅    2階建 1棟 299.69㎡（既存） 

作業所   平屋建 1棟  12.00㎡（既存） 

納屋    平屋建 1棟  26.00㎡（既存） 

納屋・車庫 平屋建 1棟  73.80㎡（既存） 合計 411.49㎡ 

【資金内訳】 新たな資金計画はなし 

 土地代 0万円、造成費 0万円、建築費 0万円 

合計 0万円  ＜内訳＞自己資金 0万円、借入金 0万円 



【変更を必要とする理由】  

申請人は申請地の隣接地に居住していますが、申請地と宅地部分では高低差があ

り畦が崩れてきている状況でした。令和 3年 6月ごろ土留めや草刈りの省力化のた

めのコンクリート擁壁及び農地進入のためのスロープを設置したのですが、その際

に申請地の一部と農道部分を宅地の一部として取り込む形で造成したものです。 

今回、所有農地を確認した際に無断転用が判明し本申請に至ったものです。本申

請地において未申請のまま造成に着手してしまっていることを反省し、適切な手続

きを行うことの始末書が添付されています。 

本申請地は農家宅地に隣接する農地であり、住宅前の敷地を拡げ、コンクリート

擁壁やスロープを設置する計画であったことから、申請地が敵地であり、やむを得

ないと考えます。 

【工事着工時期】 令和 3年 6月 【供用開始時期】 令和 3年 12月 

【造成】 整地済みにつき該当なし 

【排水】 雨水：一部は自然浸透、一部は既設溜桝及び既設水路を経由して北側水路へ放流 

汚水：既設合併処理浄化槽にて処理後、北側水路に放流 

【利用率】敷地面積 1,167.60㎡、建築面積 411.49㎡ 35.24％（≧30％） 

【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地域の農業

振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得ないもの」との香川

県農協及び■■■■■■の連名による意見書が添えられております。 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」

第１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

 

議案第 10号－2（除外） 

地図・図面： P.71 こ-2 農振除外－2 

申出区分： 農用地からの除外 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

併用地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 宅地拡張 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

土地利用者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分： 2種農地 

説明： 

【施設の概要】 住宅 2階建 1棟 134.98㎡（既存） 

物置 平屋建 1棟 5.74㎡ 

カーポート 平屋建 1棟 38.65㎡ 合計 179.37㎡ 

【資金内訳】 新たな資金計画はなし 

土地代 0万円、造成費 0万円、建築費 0万円、合計 0万円 



＜内訳＞自己資金 0万円、借入金 0万円 

【変更を必要とする理由】 

申請人は平成 25 年ごろに農地転用の手続きを取り隣接地に住宅を建築しまし

たが、隣接農地の一部も自身の宅地の敷地として利用していました。その後、子 

どもの成長に伴い家財道具が増え、家財道具の置場や駐車場が必要となったこと

から、隣接農地部分に物置やカーポートも設置し現在まで宅地の一部として使用

してきました。 

今回、所有農地を確認した際に無断転用が判明し本申請に至ったものです。本

申請地において未申請のまま造成に着手してしまっていることを反省し、適切な

手続きを行うことの始末書が添付されています。 

本申請地は宅地に隣接する農地で、物置やカーポートの設置及びその進入路等の

設置利用計画からも妥当な面積であることから、やむを得ないと考えます。 

【工事着工時期】 平成 25年 3月 【供用開始時期】 平成 25年 8月 

【造成】 整地済みにつき該当なし 

【排水】 雨水：既存最終桝により集水し、西側側溝に放流 

汚水：既存合併処理浄化槽で処理後、西側側溝に放流 

【利用率】敷地面積 597.59 ㎡、建築面積 179.37 ㎡ 30.02％（≧30％） 

【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地域の農

業振興施策の実施に支障を与えるものではないとして、「やむを得ないもの」との

香川県農協及び■■■■の連名による意見書が添えられております。 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」

第１３条第２項各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 10号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

 

議長 

続きまして、報告第 1 号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今月は 1件です。 

 



報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市松島町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

解約日：令和 6年 3月 31日 

説 明：耕作目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

 

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案のうち、議案第 6 号第 2 号、3 号を除く、第１号議案から第 10 号議案につい

て、原案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

  全員挙手 

 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありがと

うございました。それでは、第 1回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

 

午後３時１５分       閉会 

 


